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包括外部監査人が「令和６年度包括外部監査結果報告書」を提出しました 
 

地方自治法第２５２条の３７第５項の規定に基づき、包括外部監査人が令和７年２月３日に市長及び議会
に、令和６年度包括外部監査の結果に関する報告を提出しました。 

包括外部監査は、地方自治法に基づき、都道府県や政令指定都市で実施するように義務付けられているもので、
市の財務事務の執行等について、包括外部監査人が監査テーマを決め、対象事務が適正かつ効率的に行われている
かに関して監査を行うものです。 

 

１ 監査の種類 
地方自治法第２５２条の３７第１項の規定に基づく包括外部監査 

２ 包括外部監査人 

小俣
お ま た

 雅弘
まさひろ

 氏（公認会計士） 
３ 選定した特定の事件名（監査テーマ） 

基金の管理及び運用に関する財務事務の執行について 
４ 包括外部監査の対象、実施期間 
（１）対象 

令和 5 年度末に設置されている全ての基金 
（基金の数︓３３、基金の所管局︓１１局・本部、基金に属する現金の運用の所管局︓１局） 

（２）実施期間 
令和 6 年 8 月１日から令和 7 年１月 26 日まで  

５ 主な監査の視点 
・基金の管理及び運用に関する財務事務の執行について、合規性は確保されているか。 
・基金に属する現金の運用について、確実性及び効率性は確保されているか。 

６ 監査結果について 
・基金の管理及び運用に関する財務事務の執行について、合規性の観点から大きな問題は発見されなかった。 
・意見として、厳しい財政状況の中で基金をより有効に活用するための提案等を行った。 
・監査の結果及び意見の内容は、別表参照（指摘︓１項目、意見︓１０項目） 
 

※「令和６年度包括外部監査結果報告書」については、本日２月３日（月）から市ホームページ ｢川崎市の
監査｣－｢監査の結果等｣－｢包括外部監査｣に掲載しています。 
https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000018833.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

問合せ先 
別紙 「令和６年度包括外部監査の結果に関する問合せ先」 のとおり 

https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000018833.html


（別表）監査の結果及び意見の内容 
 

№ 指摘・意見 基金名 所管局 内容 
1 意見 － 財政局 減債基金以外の基金の運用手法の検討

について 
2 意見 奨学事業基金 教育委員会事務局 寄附金増額に向けた取組の検討について 
3 意見 減債基金 財政局 減債基金からの借入の確実な返済について 
4 意見 － 財政局 基金収支状況集計表のシステム化について 
5 意見 文化振興基金 市民文化局 基金の活用方針について 
6 意見 文化振興基金 市民文化局 寄附金増額に向けた取組の検討について 
7 意見 国際交流基金 市民文化局 基金充当事業の検討について 
8 意見 競輪施設等整備事業

基金 
経済労働局 中長期の積立計画の作成について 

9 意見 市営住宅等敷金基金 まちづくり局 基金残高と市営住宅管理システムの敷金
残高の照合について 

10 指摘 等々力陸上競技場整
備基金 

建設緑政局 募金の回収手続について 

11 意見 等々力陸上競技場整
備基金 

建設緑政局 募金箱のあり方の検討について 

 

※指摘︓財務に関する事務の執行等において、適当でない事務処理があったと判断された事項（主に合規性に関す
る事項）に該当するもの。 

※意見︓最少の経費で最大の効果を上げる努力の面で検討が望まれる事項や組織及び運営の合理化の観点から
改善が望まれる事項など（経済性、効率性及び有効性に関する事項）に該当するもの。 

 



別紙 
 

令和６年度包括外部監査の結果に関する問合せ先 
 
 
〇 小俣

お ま た

 雅弘
まさひろ

 包括外部監査人 
電話 ０４４－２００－３７０６ 

（内）５２１８０ 
第３庁舎１６階 外部監査人室 

 
※不在の場合は、監査事務局行政監査課 藤田 

電話 ０４４－２００-３４３７ 
（内）５２７５１ 

 
 
 
 
 

【監査の結果に対する対応全般】 
総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部 宮本 

電話 ０４４－２００－０７６７ 
（内）２２１６４ 

 
 
【外部監査制度に関すること】 

監査事務局行政監査課 藤田 
電話 ０４４－２００－３４３７ 

（内）５５７１０ 
 
 
 

 


